
資料10

日本農林規格の見直しについて
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チルドハンバーグステーキの日本農林規格の見直しについて（案）

平成２５年４月２６日

農 林 水 産 省

１ 趣旨

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５

号）第１０条の規定及び「ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準」（平成２４年２月農

林物資規格調査会決定）に基づき、チルドハンバーグステーキの日本農林規格（昭

和５２年１０月８日農林省告示第１０１６号）について、標準規格の性格を有する

ものとして所要の見直しを行う。

２ 内容

チルドハンバーグステーキの日本農林規格について、現在の製造・流通の実情等

を踏まえ、

（１）食品添加物の使用が必要かつ最小限であることを消費者に伝える規定にする

（２）異物の規定を削除する

改正を行う。
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チルドハンバーグステーキの日本農林規格（昭和52年10月８日農林省告示第1016号）一部改正新旧対照表

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（適用の範囲） （適用の範囲）

第１条 （略） 第１条 この規格は、チルドハンバーグステーキに適用する。

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

用 語 定 義

チルドハンバーグス 次に掲げるいずれかのものを包装したものであつて、チルド温度帯におい

テーキ て冷蔵してあるものをいう。

１ 食肉（牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉又は家きん肉をいう。以下同じ。）

をひき肉したもの又はこれに牛、豚、馬、めん羊若しくは家きんの臓器

及び可食部分をひき肉し若しくは細切したもの（その使用量が食肉の使

用量を超えないものに限る。）若しくは肉様の組織を有する植物性たん

白を加えたものに、玉ねぎその他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、

調味料、香辛料等を加え又は加えないで練り合せた後、だ円形状等に成

形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し若しくは蒸煮したもの（食肉の原材料

に占める重量の割合が50％を超え、かつ、植物性たん白の原材料に占め

る重量の割合が20％以下であるものに限る。）

２ １にソース（動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、

食塩、砂糖類（砂糖、糖蜜及び糖類をいう。以下同じ。）、香辛料等で調

製した調味液（野菜等の固形分を含むものを含む。）をいう。以下同じ｡）

又は具を加えたもの

臓器及び可食部分 肝臓、腎臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、

横隔膜、血液及び脂肪層をいう。

つ な ぎ パン粉、小麦粉、粉末状植物性たん白等で、食肉をひき肉したもの等に加

えるものをいう。

具 野菜、果実、きのこ類、チーズ等又はこれらを調理した固形状のものであ

つて、チルドハンバーグステーキの項１に掲げるものに添えるもの（ソー

スを除く。）をいう。

（チルドハンバーグステーキの規格） （チルドハンバーグステーキの規格）

第３条 チルドハンバーグステーキの規格は、次のとおりとする。 第３条 チルドハンバーグステーキの規格は、次のとおりとする。

基 準 基 準
区 分 区 分

上 級 標 準 上 級 標 準

内 容 物 の 品 位 （略） （略） 内 容 物 の 品 位 色沢、香味及び性状が優良であるこ 色沢、香味及び性状が良好であるこ
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と。 と。

原 食品添加物以外 （略） （略） 原 食品添加物以外 次に掲げるもの以外のものを使用し 次に掲げるもの以外のものを使用し

材 の原材料 材 の原材料 ていないこと。 ていないこと。

料 料 １ 牛肉、豚肉及び鶏肉 １ 牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉及

２ 臓器及び可食部分 び家きん肉

牛及び豚の脂肪層 ２ 臓器及び可食部分

３ 食肉製品 牛、豚、馬、めん羊及び家きん

ベーコン類及びハム類 の皮、舌、横隔膜及び脂肪層

４ つなぎ ３ 食肉製品

パン粉、小麦粉、でん粉、粉末 上級の基準と同じ。

状植物性たん白、卵（粉末卵を含 ４ 肉様の組織を有する植物性たん

む。以下同じ。）、粉乳、乳たん白 白

及び粗ゼラチン 粒状植物性たん白及び繊維状植

５ 野菜等 物性たん白

野菜、果実、きのこ類、種実及 ５ つなぎ

び海藻類 上級の基準と同じ。

６ 食用油脂 ６ 野菜等

７ 調味料 上級の基準と同じ。

砂糖類、蜂蜜、トマト加工品、 ７ 食用油脂

食塩、みそ、しようゆ、ウスター ８ 調味料

ソース類、醸造酢、たん白加水分 上級の基準と同じ。

解物、動植物の抽出濃縮物、みり ９ 乳製品

ん風調味料、果実飲料、酒類、み 上級の基準と同じ。

りん、米発酵調味料等 10 香辛料

８ 乳製品

チーズ

９ 香辛料

食 品 添 加 物 １ 国際連合食糧農業機関及び世界 同左 食 品 添 加 物 次に掲げるもの以外のものを使用し 次に掲げるもの以外のものを使用し

保健機関合同の食品規格委員会が ていないこと。 ていないこと。

定めた食品添加物に関する一般規 １ 調味料（５種以下を使用する場 １ 調味料（５種以下を使用する場

格(CODEX STAN 192-1995,Rev.7- 合に限る。） 合に限る。）

2006)3.2の規定に適合するもので 調味料（アミノ酸） 上級の基準と同じ。

あつて、かつ、その使用条件は同 ＤＬ―アラニン、グリシン及 ２ 結着補強剤

規格3.3の規定に適合しているこ びＬ―グルタミン酸ナトリウム 上級の基準と同じ。

と。 調味料（核酸） ３ 乳化安定剤

２ 使用量が正確に記録され、かつ、 ５’―イノシン酸二ナトリウ 上級の基準と同じ。

その記録が保管されているもので ム、５’―グアニル酸二ナトリ ４ pH調整剤

あること。 ウム及び５’―リボヌクレオチ 上級の基準と同じ。

３ １の規定に適合している旨の情 ド二ナトリウム ５ 酸味料（ソースに使用する場合

報が、一般消費者に次のいずれか 調味料（有機酸） に限る。）
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の方法により伝達されるものであ クエン酸三ナトリウム、コハ 上級の基準と同じ。

ること。ただし、業務用の製品に ク酸一ナトリウム、コハク酸二 ６ 糊料（ソースに使用する場合に

使用する場合にあつては、この限 ナトリウム、酢酸ナトリウム、 限る。）

りでない。 乳酸カルシウム、乳酸ナトリウ 上級の基準と同じ。

インターネットを利用し公衆 ム及びフマル酸一ナトリウム ７ 保存料

の閲覧に供する方法 調味料（無機塩） ソルビン酸及びソルビン酸カリ

冊子、リーフレットその他の ホエイソルト、リン酸水素二 ウム

一般消費者の目につきやすいも ナトリウム及びリン酸三ナトリ ８ 酸化防止剤

のに表示する方法 ウム 上級の基準と同じ。

店舗内の一般消費者の目につ ２ 結着補強剤 ９ 着色料

きやすい場所に表示する方法 ピロリン酸二水素二ナトリウ 上級の基準と同じ。

製品に問合せ窓口を明記の ム、ピロリン酸四ナトリウム、ポ 10 甘味料

上、一般消費者からの求めに応 リリン酸カリウム、ポリリン酸ナ 上級の基準と同じ。

じて当該一般消費者に伝達する トリウム、メタリン酸カリウム及 11 香辛料抽出物

方法 びメタリン酸ナトリウムのうち５ 12 香料

種以下 13 強化剤

３ 乳化安定剤 上級の基準と同じ。

カゼインナトリウム 14 加工でん粉

４ pH調整剤 上級の基準と同じ。

アジピン酸、クエン酸、酢酸ナ

トリウム、氷酢酸、フマル酸及び

ＤＬ―リンゴ酸のうち３種以下

５ 酸味料（ソースに使用する場合

に限る。）

クエン酸、酢酸ナトリウム、氷

酢酸、フマル酸及びＤＬ―リンゴ

酸のうち３種以下

６ 糊料（ソースに使用する場合に

限る。）

カラギナン、カロブビーンガム、

キサンタンガム、グァーガム及び

タマリンドシードガムのうち３種

以下

７ 酸化防止剤

Ｌ―アスコルビン酸、Ｌ―アス

コルビン酸ナトリウム及びミック

ストコフェロールのうち２種以下

８ 着色料

アカキャベツ色素、アカダイコ

ン色素、シソ色素、チコリ色素、
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ビートレッド、ムラサキイモ色素

及びムラサキヤマイモ色素（それ

ぞれソースに使用する場合に限

る。）並びにアナトー色素、カカ

オ色素、カラメルⅠ、カラメルⅢ、

カラメルⅣ、クチナシ赤色素、ク

チナシ黄色素、コチニール色素、

タマネギ色素、トウガラシ色素、

トマト色素、ベニコウジ色素及び

ラック色素のうち５種以下

９ 甘味料

カンゾウ抽出物

10 香辛料抽出物

11 強化剤

β―カロテン、焼成カルシウム、

炭酸カルシウム及び未焼成カルシ

ウム

12 加工でん粉

アセチル化アジピン酸架橋デン

プン、アセチル化リン酸架橋デン

プン、アセチル化酸化デンプン、

オクテニルコハク酸デンプンナト

リウム、酢酸デンプン、酸化デン

プン、ヒドロキシプロピルデンプ

ン、ヒドロキシプロピル化リン酸

架橋デンプン、リン酸モノエステ

ル化リン酸架橋デンプン、リン酸

化デンプン及びリン酸架橋デンプ

ン

食 肉 （略） （略） 食 肉 原材料（ソース又は具を加えたもの 原材料に占める重量の割合が、50％

にあつては、ソース又は具を除く。 を超えること。

以下同じ。）に占める重量の割合が、

80％以上であり、かつ、牛肉の食肉

に占める重量の割合が、30％以上で

あること。ただし、卵及び野菜等の

原材料に占める重量の割合が20％以

上のものにあつては、食肉の原材料

に占める重量の割合が60％以上であ

り、かつ、牛肉又は豚肉の食肉に占

める重量の割合が50％以上であるこ

10 1 7



と。

肉様の組織を有する （略） （略） 肉様の組織を有する 含まないこと。 原材料に占める重量の割合が、20％

植物性たん白 植物性たん白 以下であること。

つなぎ（卵を除く。） （略） （略） つなぎ（卵を除く。） 原材料に占める重量の割合が、10％ 原材料に占める重量の割合が、15％

以下であること。 以下であること。

粗 脂 肪 （略） （略） 粗 脂 肪 製品（ソース又は具を加えたものに 同左

あつては、ソース又は具を除く。）

に占める重量の割合が、25％以下で

あること。

厚 さ （略） （略） 厚 さ ５㎜以上であること。 同左

異 物 混入していないこと。

内 容 量 （略） 内 容 量 表示重量に適合していること。

容器又は包装の状態 （略） 容器又は包装の状態 防湿性及び十分な強度を有する資材を用いており、かつ、調理する時に包

装したまま加熱するものにあつては、耐熱性を有する資材を用いて密封さ

れていること。

（測定方法） （測定方法）

第４条 （略） 第４条 前条の規格における粗脂肪及び厚さの測定方法は、次のとおりとする。

事 項 測 定 方 法

粗 脂 肪 １ 試料の調製

試料を磨砕して均一とする。

ソースを加えたものにあつては、布でソースを除去した後に調製す

る。

２ 脂肪の抽出

抽出用フラスコは、定温乾燥器（100℃に設定した場合の温度調節

精度が±２℃であるもので、あらかじめ100℃に設定しておいたもの｡

以下同じ。）で１時間乾燥し、デシケーターに入れて室温になるまで

放冷した後、ひよう量する操作を繰り返し、恒量を測定する。

硫酸ナトリウム15ｇを入れた円筒ろ紙に調製した試料４ｇを正確

に量り取り、ガラス棒で硫酸ナトリウムと試料を混合し均一とする。

ガラス棒を入れたまま円筒ろ紙に試料を覆うように脱脂綿を入れ、定

温乾燥器で１時間乾燥し、デシケーターに入れて室温になるまで放冷

する。

の抽出用フラスコにジエチルエーテル約150mlを入れ、(2)の円筒

ろ紙を入れたソックスレー抽出器の抽出管を連結し、冷却管を付して、

ジエチルエーテルが毎秒５～６滴の速さで滴下するように恒温水槽の

温度を調整して４時間抽出する。

抽出が終了した後、抽出用フラスコを取り外し、ジエチルエーテル

を除去する。抽出用フラスコを定温乾燥器で１時間乾燥し、デシケー

ターに入れて室温になるまで放冷した後、ひよう量する。
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３ 計算

粗脂肪含量は、次式によつて計算する。

粗脂肪（％）＝（抽出後の抽出用フラスコの重量(ｇ)－抽出前の抽出

用フラスコの重量(ｇ)）／試料の重量(ｇ)×100

注１：試験に用いるガラス器具は、日本工業規格の化学分析用ガラス器具

の規格に適合するもの又はこれと同等のものとする。

注２：恒温水槽の温度は、約55℃を目安とする。

注３：試験に用いる試薬は、日本工業規格の特級等の規格に適合するもの

とする。

厚 さ ダイアルシツクネスゲージにより、試料（ソースを加えたものにあつては、

布でソースを除去したもの）の中心部及び周辺部の３ヵ所の厚さを測定し、

その平均値をもつて厚さとする。

（参考）

コーデックスの「食品添加物の使用に関する一般原則」（抜粋）

3.2 添加物利用の妥当性

食品添加物の使用が妥当とされるのは、当該使用によりメリットがあり、消費者に対する認知でき

る健康上のリスクを示さず、消費者に誤解を与えることなく、かつコーデックスが定める技術的機能

のうち少なくとも一つを果たすとともに、次の（a）から（d）に定められた必要性を満たす時に限ら

れ、かつ当該目的が経済的及び技術的に実行可能な他の手段によって達成できない場合に限られる。

a）食品の栄養的な品質の維持；食品の栄養的な品質を意図的に低下させることは、（b）項に該当

する場合及び当該食品が通常の食事において重要な品目ではない場合に妥当とみなされる。

b）特別な食事上のニーズのある消費者のグループのために製造される食品に必要な原材料又は構

成要素の提供。

c）食品の保存性又は安定性の向上若しくはその感覚的特性の改善。ただし、これが消費者を欺く

ために当該食品の性質、本質又は品質を変えるものではない場合。

d）食品の製造、加工、調製、処理、包装、運搬又は貯蔵の補助。ただし、これらの活動のいずれ

かの過程において、当該添加物が、欠陥のある原料若しくは望ましくない（不衛生なものを含

む）行為又は技術の使用の影響を偽るために使用されるものではない場合。

3.3 適正製造規範（GMP）

本規格の規定の対象となる全ての食品添加物は、以下の全てを含む適正製造規範（GMP）の条件の

もとで使用しなければならない。
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a）食品に添加する添加物の量は、所期の効果を達成するために必要とする量で、可能な限り少な

い量に制限しなければならない。

b）食品の製造、加工又は包装において使用した結果、食品の一構成要素となり、かつ当該食品に

おいていかなる物理的又はその他の技術的効果を意図していない添加物の量は、合理的に可能

な範囲で低減する。かつ

c）添加物は、食品への添加に適切な品質であり、食品の原材料と同様の方法で調整し、取り扱う。
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パブリックコメント等募集結果

チルドハンバーグステーキの日本農林規格の一部改正案

１．改正案に係る意見・情報の募集の概要（募集期間：H25.2.15～3.16）

(1) 受付件数 ２件（団体１、個人１）

(2) 意見と考え方

別紙のとおり

２．事前意図公告によるコメント（募集期間：H25.2.8～H25.4.8)

受付件数 なし
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（別紙）

チルドハンバーグステーキの日本農林規格の一部改正案に対して寄せられた意見

の概要及び意見に対する考え方について（案）

御意見の概要 件数 御意見に対する考え方

第３条 原材料（食品添加物）

今回の改正で食品添加物の表示をしな １ 今回の改正は、ＪＡＳ規格におけ

くても良くなるのか。そのような改正は る食品添加物の基準に関するもので

止めてほしい。 あって､食品添加物の表示に関する

ものではありません。

使用した食品添加物は、引き続き

加工食品品質表示基準等に基づき表

示することが必要です。

新基準で使用が認められる食品添加物 １ そのとおりです。食品添加物の使

は､食品衛生法で使用が認められている 用は､食品衛生法で使用が認められ

もので､コーデックス規格の使用条件を ていることが前提であり､かつ、コ

満たすものと考えてよいか。 ーデックス規格に規定する添加物利

用の妥当性等にあてはまる場合に限

定されます。
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